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巳
　新年あけましておめでとうございます。
　日頃より連合青森に対するご支援・ご協力
に心から感謝を申し上げます。
　また、昨年末からの記録的な豪雪の中、ラ
イフラインの維持・復旧対応や流通・小売な
どさまざまな分野で社会的使命を果たされて
いる構成組織の仲間の皆さんに敬意を表しま
す。
　さて、今年の干支は「巳」であり、十干
十二支では「乙巳（きのと・み）」の年です。
積み重ねた努力が報われ理想が現実化する１
年と言われています。私たちに置き換えれ
ば、これから始まる2025春季生活闘争、参議
院選挙闘争などに向けて積み重ねた努力が報
われ、「目標達成」「大願成就」する明るい・
希望に満ちた一年にしたいと思っています。
　新年にあたり３点について申し上げます。
　１点目は、「2025春季生活闘争の取り組
み」についてです。
　昨年の2024春季生活闘争では、私たちの取
り組みが結実し、連合として33年ぶりの５%
台の賃上げ、県内においても2003年以降で
もっとも高い４％台の賃上げを実現し、ス
テージ転換に向けた大きな一歩を踏み出すこ
とができました。
　2025春季生活闘争は、動き始めた賃金、経
済、物価を安定させ、すべての働く者の持続
的な生活向上をはかり、新たなステージへつ

なげる闘いです。
そのためには、昨
春闘の課題である
「労務費の適正な
価格転嫁」に向け
た 環 境 整 備 を 行
い、県内中小企業

の賃上げを実現するため連合青森が旗振り役
となって取り組みを進めていくこととします。
　２点目は、「政治闘争の取り組み」につい
てです。
　昨年の「第50回衆議院選挙」では、連合青
森として総力を結集した結果、保守大国とい
われる青森県において連合青森推薦候補２名
を当選させることができ、地方から政治を変
える第一歩に資する成果となりました。この
勢いを「第27回参議院選挙」につなげ、私た
ちの求める政策を実現しなくてはなりませ
ん。そのためには「与党の改選議席の過半数
割れ」をめざし、今後決定する青森選挙区の
推薦候補の必勝とあわせ、各産別の比例組織
内候補を当選させるため、連合青森の総力を
結集し取り組みましょう。
　３点目は、「平和の取り組み」についてです。
　今年は、戦後80年の節目の年です。先の大
戦を経験された方々は少なくなり、その実相
を伝える役割は次世代へと移りつつあります
が、被団協のノーベル平和賞受賞を契機に
「戦争の無意味さと平和の尊さ」について改
めて考える一年とし、「平和４行動」への派
遣をはじめ平和運動推進に向けた取り組みを
進めていきたいと思います。
　最後に、連合青森には多くの課題が山積し
ておりますが、連合青森の運動を社会全体に
広げ、さまざまな働く者から頼りになる・頼
りにされる、身近でそばにいる存在となるた
め“チーム連合青森”として結集し、より良
い社会や職場をつくることに努力していきた
いと考えます。
　今年一年が皆様にとって健康で事故なく、
安全・安心に過ごせることをご祈念申し上
げ、年頭のごあいさつとさせていただきます。

「チーム連合青森」�
積み重ねた努力が実現する１年に！

2025年 新年あいさつ

連合青森　会長　塩　谷　　　進　
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連合青森2025春季生活闘争方針を決定
【賃上げ要求目標】率で６％以上・額で15,000円以上

　連合青森は１月８日（水）第１回闘争委員会
を開き、2025春季生活闘争の方針を決めた。
　2025春季生活闘争は、『みんなでつくろう！賃
上げがあたりまえの社会』をメインスローガンに
掲げ、要求書提出と労使交渉の積み重ねに注力す
るとともに、2024春季生活闘争での課題となった
以下の３点について重点的に取り組むとした。

①�「人への投資」と月例賃金改善の中期的継続
～賃上げの流れ定着・「賃上げがあたりまえ」
� を社会に浸透させる取り組み～
②適正な価格転嫁のさらなる推進
③格差是正
（企業規模間、産業・業種間、地域間）

【2025春季生活闘争の展開】
１．賃上げ要求目標

●率要求　　６％以上
　�　賃上げ分3.5％程度と定期昇給相当分（賃
金カーブ維持相当分）を含む賃上げを５％
程度＋格差是正分１％以上
●額要求　　15,000円以上　　
　①賃金カーブの算定が困難な場合
　　�定期昇給相当分（賃金カーブ維持相当分
3,750円程度＋賃上げ分8,750円程度＋格差
是正分2,500円以上

　②賃金カーブの算定が可能な場合
　　�定期昇給相当分＋賃上げ分8,750円程度+
格差是正分2,500円以上

率・額の組み立て

５％
1.5％ 3,750円 定期昇給相当分

（賃金カーブ維持相当分）
3.5％ 8,750円 賃上げ分

１％以上 2,500円以上 格差是正分

●初任給の要求目標
　　183,250円（18歳高卒初任給参考目標値）
●企業内最低賃金　1,120円以上

２．地場中小組合の取り組み（規模間格差是正）
　１）�「月例賃金の引上げ」にこだわり、賃金カー

ブ維持分確保を大前提に、賃金引き上げ分
（3.5％程度）と格差是正分（１％以上）を求める。

　２）�地場労組の共闘強化のために「地場労組対策
委員会」を設置し取り組みを展開する。

2025春季生活闘争方針（要旨） ３．連合青森ミニマム運動の推進
　�　地場企業においては賃金制度が未確立のため
経営者の恣意的判断で賃金格差、中途採用者の
低賃金、男女間賃金格差等が生じている。地域
ミニマム運動を展開し、賃金実態調査結果と照
合し引き上げ水準の設定や配分交渉に活用する。
４．雇用形態間格差の是正
　１）�企業内最低賃金協定の締結に取り組み、締

結水準は時給1,120円以上をめざす。
　２）�働きの価値に見合った水準に引き上げるた

め、昇給ルールと同等の制度導入に取り組
む。

５．運動の両輪とし「政策・制度実現の取り組み」
　１）雇用の安定と確保に向けた取り組み
　２）社会保障制度の充実・確保に向けた取り組み
　３）雇用安定・人への投資拡充に向けた取り組み
　４）ハラスメント対策と差別禁止の取り組み
　５）教職員の負担軽減の取り組み
６．�すべての労働者の立場にたった働き方の改善
とジェンダー平等・多様性の推進

　　連合本部方針に基づき、取り組みを進める。

【闘争の進め方】
１．基本的考え方
　�　①「底上げ」「底支え」「格差是正」実現に重点を
置いた闘争を展開するため共闘体制を構築。②
社会的賃金相場形成に向けた情報共有と発信。
③「政策・制度実現の取り組み」と連動。④労働
基本権にこだわる闘争を展開する。等。
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２．要求書の提出………２月末までに提出する。
３．討論集会、総決起集会等

2025春季生活闘争
討論集会

２月１日（土）
13時30分

県労働
福祉会館

地場労組学習会
（各地協主催）

２月中
詳細未定

2025ファイティン
グフォーラム

２月22日（土）
13時30分

県労働
福祉会館

2025春季生活闘争
総決起集会
※デモ行進有

３月１日（土）
10時40分

県労働
福祉会館

連合青森アクショ
ン行動

４月中旬
� ～５月中旬 県内全域

４．労使交渉懇談会等の開催

2025春季生活闘争
申入れ

１月30日（木）
11時 商工会議所

2025年労使交渉懇
談会

３月11日（火）
13時30分 ホテル青森

県・労働局への要請 ３月12日（水）
９時30分 県・労働局

STOP!長時間労働～あなたの働き方は大丈夫？～
� 連合全国一斉集中労働相談ホットライン

　11月の「過労死等防止啓発月間」の取り組みと
連動し、長時間労働をテーマに「ＳＴＯＰ！長時
間労働～あなたの働き方は大丈夫？～」と題し、
12月10日（火）と11日（水）の２日間、全国一斉
集中労働相談ホットラインを開設した。
　また、この相談ホットラインの周知に向け、12
月５日（木）12時から青森市のさくら野百貨店前
にて街頭行動を行った。

　相談件数は全国
で585件（内LINE相
談176件）にのぼり、
連合青森には５件
寄せられた。内容
は「パワハラ・嫌
がらせ」が３件、「雇用保険・労災保険」「その他」
が各１件、性別では男性２・女性３件となった。

2025年１月行動予定　１月１0日現在

〇１月16日（木）18時30分　ＷＥＢ
　「青年委員会第２回幹事会」
〇１月27日（月）10時　県労働福祉会館
　「第12回事務局会議」
〇１月30日（木）11時　県経営者協会
　「2025春季生活闘争に関する申し入れ」

� 2025年２月行動予定

〇２月１日（土）10時　県労働福祉会館
　「第５回政治センター幹事会」
〇２月１日（土）13時30分　県労働福祉会館
　「連合青森2025春季生活闘争討論集会」
〇２月10日（月）12時　さくら野青森店前
　「全国一斉労働相談周知街頭行動」

青森推進本部 （青森県労働者共済生活協同組合）

公式キャラクター 期間：２月１日～４月３０日

お車の補償、そのまま継続して
いませんか？

家計の見直しは「固定費」から！

ピットくん

0224A005～２０２５年４月商品改定～
さらに安心！くるまの補償点検キャンペーン
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